
目

次

告

示

○
災
害
救
助
法
の
適
用
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
一

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
農
林

水
産
事
務
所
）
…
二

公
営
企
業

○
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（
整
備
企
画
課
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

令
和
七
年
青
森
県
東
方
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
に
伴
う
津
波
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
災
害
救
助
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
を
適
用
し
た
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

適
用
期
日

令
和
七
年
十
二
月
八
日

二

適
用
地
域

八
戸
市
、
三
沢
市
、
む
つ
市
、
上
北
郡
野
辺
地
町
、
上
北
郡
七
戸
町
、
上
北
郡
東

北
町
、
上
北
郡
六
ケ
所
村
、
上
北
郡
お
い
ら
せ
町
、
下
北
郡
大
間
町
、
下
北
郡
東
通
村
、
三
戸
郡

南
部
町
、
三
戸
郡
階
上
町

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

有
限
会
社

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
弘
前
弘
前
市
大
字
品
川

町
一
五
五
の
二

訪
問
介

護

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
弘
前

訪
問
介
護
弘
前
市
大
字
品

川
町
一
五
五
の

二

令
和七･
八･二五
令
和七･一〇･三一

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報
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第
千
六
号

令
和
七
年十

二
月
十
七
日

（
水
曜
日
）



出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
白

山
溜
池
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
長

豊

澤

順

造

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

鳴
海

初
男

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
石
田
五
六
の
二

令
和
七･一一･
四

公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

中
ノ
渡
十
和

田
線

十
和
田
市
大
字
沢
田
字
篠
田
地
一
八
の
一
一
二
か
ら

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
上
川
原
一
二
○
の
一
ま
で

前

六
・
○
○
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
四
○
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
八
○
・
一
一
メ
ー
ト
ル

後

六
・
○
○
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
四
○
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
八
○
・
一
一
メ
ー
ト
ル

七
・
五
○
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
六
・
三
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
六
六
・
九
○
メ
ー
ト
ル


